
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも移動ステーションとネットワークとを備えたワイヤレス通信システムにおい
てデータブロックで転送されるべきデータの量に関してネットワークに通知する方法であ
って、
　移動ステーションとネットワークとの間の接続に対して第１のワイヤレスアップリンク
ベアラを割り当て、この第１ベアラは、ユーザデータ転送に対して割り当てられ、
　データブロック転送のために第１ベアラに対して第１のＴＢＦを確立し、
　移動ステーションとネットワークとの間の接続に対して少なくとも１つの第２のワイヤ
レスアップリンクベアラを割り当て、この第２ベアラは、データブロック転送のために第
１のＴＢＦを使用するベアラであり、そして
　第１のＴＢＦで送信される各データブロックに、
ベアラにおける送信を待機しているデータの量を少なくとも指示するカウントダウン値を

する、
という段階を備えた方法。
【請求項２】
　上記第１ベアラはユーザ無線ベアラであり、そして上記第２ベアラはシグナリング無線
ベアラであり、上記方法は、更に、少なくとも異なる種類のベアラに対して定義されたカ
ウントダウン値に基づき上記第１のＴＢＦのリソース割り当てをスケジューリングする段
階を備えた請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　少なくとも移動ステーションとネットワークとを備えたワイヤレス通信システムにおい
てデータブロックで転送されるべきデータの量に関してネットワーク側に通知する方法で
あって、
　移動ステーションとネットワークとの間の接続に対して第１のワイヤレスアップリンク
ベアラを割り当て、この第１ベアラは、ユーザデータ転送に対して割り当てられ、
　データブロック転送のために第１ベアラに対して第１のＴＢＦを確立し、
　移動ステーションとネットワークとの間の接続に対して少なくとも１つの第２のワイヤ
レスアップリンクベアラを割り当て、この第２ベアラは、データブロック転送のために第
１のＴＢＦを使用するベアラであり、
　第１ベアラに属するデータブロックに、第１ベアラにおける送信を待機しているデータ
の量を指示する第１のカウントダウン値を し、そして
　各第２ベアラのデータブロックに、第２ベアラにおける送信を待機しているデータの量
を指示する第２のカウントダウン値を する、
という段階を備えた方法。
【請求項４】
　上記第１ベアラはユーザ無線ベアラであり、そして上記第２ベアラはシグナリング無線
ベアラであり、上記方法は、更に、少なくとも異なる種類のベアラに対して定義されたカ
ウントダウン値に基づき上記第１のＴＢＦのリソース割り当てをスケジューリングする段
階を備えた請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも移動ステーションとネットワークとを備えたワイヤレス通信システムにおい
てデータブロックで転送されるべきデータの量に関してネットワーク側に通知する方法で
あって、
　移動ステーションとネットワークとの間の接続に対して第１のワイヤレスアップリンク
ベアラを割り当て、この第１ベアラは、ユーザデータ転送に対して割り当てられ、
　データブロック転送のために第１ベアラに対して第１のＴＢＦを確立し、
　移動ステーションとネットワークとの間の接続に対して少なくとも１つの第２のワイヤ
レスアップリンクベアラを割り当て、この第２ベアラは、データブロック転送のために第
１のＴＢＦを使用するベアラであり、そして
　各データブロックに、第１のＴＢＦを使用するベアラにおける送信を待機しているデー
タの量を指示するカウントダウン値を する、
という段階を備えた方法。
【請求項６】
　データが無線ベアラにおいてデータブロックで送信されるワイヤレス通信システムの移
動ステーションであって、
　データブロックが属する第１無線ベアラに対して確立された第１のＴＢＦにおいてデー
タブロックを送信するための第１ルーチンと、
　第１のＴＢＦにおいて少なくとも１つの第２ベアラのデータブロックを送信するための
第２ルーチンと、
　第１のＴＢＦにおいて送信されるデータブロックに されるべきカウントダウン値で
あって、少なくとも ベアラにおける送信を待機して
いるデータの量を指示するカウントダウン値を計算するための第３ルーチンと、
　そのカウントダウン値をデータブロックに するための第４ルーチンと、
を備えた移動ステーション。
【請求項７】
　データが無線ベアラにおいてデータブロックで送信されるワイヤレス通信システムの移
動ステーションであって、
　データブロックが属する第１無線ベアラに対して確立された第１のＴＢＦにおいてデー
タブロックを送信するための第１ルーチンと、
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　第１のＴＢＦにおいて少なくとも１つの第２ベアラのデータブロックを送信するための
第２ルーチンと、
　第１のＴＢＦにおいて送信されるデータブロックに されるべき少なくとも第１及び
第２のカウントダウン値であって、少なくとも第１ベアラにおける送信を待機しているデ
ータの量を指示する第１カウントダウン値と、第２ベアラにおける送信を待機しているデ
ータの量を指示する第２カウントダウン値とを計算するための第３ルーチンと、
　第１ベアラのデータブロックに第１カウントダウン値を、そして第２ベアラのデータブ
ロックに第２カウントダウン値を するための第４ルーチンと、
を備えた移動ステーション。
【請求項８】
　データが無線ベアラにおいてデータブロックで送信されるワイヤレス通信システムの移
動ステーションであって、
　データブロックが属する第１無線ベアラに対して確立された第１のＴＢＦにおいてデー
タブロックを送信するための第１ルーチンと、
　第１のＴＢＦにおいて少なくとも１つの第２ベアラのデータブロックを送信するための
第２ルーチンと、
　第１のＴＢＦにおいて送信されるデータブロックに されるべきカウントダウン値で
あって、第１のＴＢＦを使用する各第２ベアラにおける送信を待機しているデータの量を
少なくとも指示するカウントダウン値を計算するための第３ルーチンと、
　データブロックにカウントダウン値を するための第４ルーチンと、
を備えた移動ステーション。
【請求項９】
　データが無線ベアラにおいてデータブロックで送信されるワイヤレス通信システムのネ
ットワークノードであって、
　データブロックが属する第１無線ベアラに対して確立された第１のＴＢＦにおいてデー
タブロックを受信するための第１ルーチンを備え、データブロックは、第１ベアラにおけ
る送信を待機しているデータの量を少なくとも指示するカウントダウン値を含み、
　第１のＴＢＦにおける少なくとも１つの第２ベアラのデータブロックを受信するための
第２ルーチンを更に備え、データブロックは、対応するベアラにおける送信を待機してい
るデータの量を少なくとも指示するカウントダウン値を含み、そして
　データブロックが属する無線ベアラを識別し、そして第１のＴＢＦを使用する異なるベ
アラのカウントダウン値に関する情報を するための第３ルーチンを更に備えた
ネットワークノード。
【請求項１０】
　少なくとも第１のＴＢＦのカウントダウン値に基づいてその第１のＴＢＦのリソース割
り当てを変更するための第４ルーチンを更に備えた請求項９に記載のネットワークノード
。
【請求項１１】
　データが無線ベアラにおいてデータブロックで送信されるワイヤレス通信システムのネ
ットワークノードであって、
　データブロックが属する第１無線ベアラに対して確立された第１のＴＢＦにおいてデー
タブロックを受信するための第１ルーチンを備え、データブロックは、第１ベアラにおけ
る送信を待機しているデータの量を少なくとも指示する第１カウントダウン値を含み、
　第１のＴＢＦにおける少なくとも１つの第２ベアラのデータブロックを受信するための
第２ルーチンを更に備え、データブロックは、第１のＴＢＦを使用する各第２ベアラにお
ける送信を待機しているデータの量を少なくとも指示する第２カウントダウン値を含み、
そして
　データブロックが属する無線ベアラを識別し、そして第１及び第２のカウントダウン値
に関する情報を するための第３ルーチンを更に備えたネットワークノード。
【請求項１２】
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　少なくとも第１のＴＢＦのカウントダウン値に基づいてその第１のＴＢＦのリソース割
り当てを変更するための第４ルーチンを更に備えた請求項１１に記載のネットワークノー
ド。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、シグナリングデータ及びユーザデータを転送するのに使用されるアップリンク
層２リンクを経て転送されるべきデータの量に関してネットワークに通知することに係り
、より詳細には、ユーザ平面無線ベアラに対して確立されるアップリンク層２リンクであ
って、移動通信システムにおいてシグナリング無線ベアラのデータブロックを送信するの
にも使用されるアップリンク層２リンクを経て転送されるべきデータの量をネットワーク
に通知することに係る。
【０００２】
【背景技術】
移動通信システムとは、一般に、ユーザがシステムのサービスエリア内に位置するときに
ワイヤレス通信を行うことのできるテレコミュニケーションシステムを指す。このような
システムは、例えば、セルラー移動通信システム、例えば、ＧＳＭ（移動通信用のグロー
バルシステム）、或いはそれに対応するシステム、例えば、ＰＣＳ（パーソナル通信シス
テム）又はＤＣＳ１８００（１８００ＭＨｚ用のデジタルセルラーシステム）や、第３世
代の移動システム、例えば、ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動通信システム）や、上記システ
ムをベースとするシステム、例えば、ＧＳＭ２＋システムや、将来の第４世代システムで
ある。移動通信システムの１つの典型的な例は、公衆地上移動ネットワークＰＬＭＮであ
る。
【０００３】
ＵＭＴＳの規格化は成熟してきているが、ＧＳＭ２＋システムも、ＵＭＴＳに向かって発
展している。これは、当初ＧＳＭ２＋に埋め込まれると計画されていなかったＵＭＴＳの
特徴が、ＧＳＭ２＋システム又はサービス、例えば、ＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービ
ス）又はＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ／ＥＤＧＥ（グローバルな発展のための改善されたデータレ
ート）無線アクセスネットワーク）に追加されることを意味する。このような追加特徴の
一例は、移動ステーションと無線アクセスネットワークとの間で１つの移動ステーション
に対して多数のシグナリング無線ベアラを有することである。ＧＥＲＡＮのリリース５　
Ｉｕでは、移動ステーションが５つのアップリンクシグナリング無線ベアラを有し、その
うちの１つがＣＣＣＨ（共通制御チャンネル）又はＰＣＣＣＨ（パケット共通制御チャン
ネル）を経て送信されることが合意されている。他の４つのシグナリング無線ベアラのデ
ータは、ユーザデータベアラに対して確立された層２リンクへとマルチプレクスされる。
層２リンクは、ＧＰＲＳ及びＧＥＲＡＮでは一時的ブロック流ＴＢＦと称される。以下Ｔ
ＢＦと称される層２リンクは、パケットデータ単位の一方向性転送をサポートするキャリ
ア（即ち割り当てられた無線リソース）である。ＴＢＦは、一時的であり、そして通常は
データ転送の時間中だけ維持される。
【０００４】
データリンク層Ｌ２とも称される層２に加えて、Ｕｍインターフェイスと称されるＧＥＲ
ＡＮ　Ｉｕのエアインターフェイスのプロトコルアーキテクチャーは、物理層Ｌ１及びネ
ットワーク層Ｌ３を備えている。Ｉｕは、移動ステーションが、データ転送を行うコアネ
ットワークに向いＩｕインターフェイスで無線アクセスネットワークＧＥＲＡＮに接続さ
れることを意味する。ＧＥＲＡＮ　Ｉｕのデータリンク層Ｌ２は、無線リンク制御ＲＬＣ
サブ層及び媒体アクセス制御ＭＡＣサブ層を備え、これらは、ユーザ平面（即ちユーザデ
ータ）及びシグナリング平面（即ちシグナリングデータ）に対して共通である。ＲＬＣよ
り上の層は、ユーザ平面に対するＰＤＣＰ（パケットデータ収斂プロトコル）及びシグナ
リング平面に対するＲＲＣ（無線リソース制御）である。各無線ベアラは、ピア対ピアの
情報交換のために無線ベアラデータを送信するＲＬＣインスタンスを有する。ＲＬＣイン
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スタンスは、例えば、ＡＲＱ手順を使用しＴＢＦにおいてエアインターフェイスを経てパ
ケットデータ単位と称するデータブロックにより情報を送信する。各データブロックは、
あるＲＬＣインスタンスから発生する。送信サイトにおいて、ＲＬＣインスタンスは、上
位層データをデータパケットへセグメント化し、それに層２制御情報を追加することによ
り、ＲＬＣパケットデータ単位を形成する。受信サイトでは、ＲＬＣインスタンスは、Ｒ
ＬＣデータブロックを、上位層データへと再組み立てする。
【０００５】
ＧＰＲＳには、カウントダウン手順と称される手順があり、これにより、移動ステーショ
ンは、いかに多くのデータブロックをＴＢＦにおいて送信すべきかをネットワーク側に通
知する。移動ステーションは、アップリンクＴＢＦに対する残りのデータブロックの現在
数を指示するために各アップリンクデータブロックにおいてカウントダウン値を送信する
。ネットワークは、例えば、ユーザデータベアラのＱｏＳ（サービスクオリティ）パラメ
ータ、及びユーザデータベアラにおいて送信されるべきデータの量に基づいて、このＴＢ
Ｆに対するリソースをスケジュールする。ＱｏＳパラメータは、ユーザデータベアラが必
要とする特性、例えば、遅延要求を指示する。
【０００６】
上記構成に関連した問題の１つは、１つ以上の無線ベアラ（ひいては、ＲＬＣインスタン
ス）が、ユーザ無線ベアラＡから容量をスチール（盗用）でき、即ちユーザ無線ベアラＡ
に対して確立されるＴＢＦへマルチプレクスされるときには、ユーザ無線ベアラＡのＴＢ
Ｆにおいてデータブロックを送信する他のベアラのデータの量を考慮するメカニズムがな
い。それ故、ネットワークは、ＴＢＦに対してどれほど多くのリソースを割り当てそして
どれほど頻繁に割り当てねばならないか分からない。
【０００７】
【発明の開示】
従って、本発明の目的は、上記問題を克服するための方法及びこの方法を実施する装置を
提供することである。本発明の目的は、独立請求項に述べたことを特徴とする方法、ネッ
トワークノード及び移動ステーションによって達成される。本発明の好ましい実施形態は
、従属請求項に記載する。
【０００８】
本発明は、問題を明らかにし、そしてＴＢＦへマルチプレクスされる全てのデータブロッ
クも考慮するようにＴＢＦに対するカウントダウン値を定義する仕方を変更することによ
り問題を解消することをベースとする。本発明の１つの実施形態では、１つのＴＢＦは、
そのＴＢＦを使用する無線ベアラ（ひいては、ＲＬＣインスタンス）と同数のカウントダ
ウン値を有する。本発明の別の実施形態では、２つのカウントダウン値があり、その一方
は、ＴＢＦが確立された無線ベアラに対するもので、そしてその他方は、ＴＢＦを使用す
る他の全ての無線ベアラに対するものである。本発明の別の実施形態では、ＴＢＦを使用
する全無線ベアラのデータブロックから１つのカウントダウン値が計算される。
本発明の効果は、リソース割り当てに充分な情報がネットワークに与えられることである
。本発明の別の効果は、ＴＢＦにおいて送信されるべく待機している何かがまだあるとき
に、ＴＢＦの解放を回避できることである。
【０００９】
【発明を実施するための最良の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
本発明は、エアインターフェイスを経てデータ転送を行うものであればいかなる通信シス
テムに適用することもできる。このようなシステムは、例えば、上述したシステムを含む
。以下、本発明は、ＧＥＲＡＮ　Ｉｕシステムを一例として使用して説明するが、本発明
は、これに限定されるものではない。
図１は、通信システム１の基本的な部分だけを示す非常に簡単なネットワークアーキテク
チャーを示す。システム１は、ここで詳細に説明する必要のないネットワークノード、機
能及び構造を含むことが当業者に明らかであろう。
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【００１０】
移動ステーションＭＳは、実際のターミナルと、加入者認識モジュールとも称する取り外
し可能に接続される識別カードＳＩＭとを備えている。本発明の移動ステーション、より
詳細には、移動ステーションのＲＬＣ／ＭＡＣエンティティは、少なくとも以下に述べる
本発明の好ましい実施形態の１つに基づきカウントダウン値（１つ又は複数）を計算する
。この点について、移動ステーションとは、一般に、加入者認識モジュール及び実際のタ
ーミナルによって形成されたエンティティを意味する。ＳＩＭは、スマートカードであっ
て、加入者認識を含み、認証アルゴリズムを実行し、そしてユーザ装置に必要な認証及び
暗号キーと契約情報とを記憶する。従って、ターミナルは、スピーチのみに意図された単
純なターミナルでもよいし、或いは種々のサービスのためのターミナルであって、サービ
スプラットホームとして動作し、負荷をサポートしそして異なるサービス関連ファンクシ
ョンを実行するものでもよい。又、ターミナルは、種々の装置の組合せでもよく、例えば
、マルチメディアコンピュータにノキアカード電話を接続して、移動ステーション接続を
与えてもよい。
【００１１】
図１の例では、システム１は、コアネットワークＣＮと、無線アクセスネットワークＧＥ
ＲＡＮとを備えている。ＧＥＲＡＮは、いわゆるＩｕインターフェイス２を経てコアネッ
トワークＣＮに接続されたＧＳＭのベースステーションサブシステムのような無線ネット
ワークサブシステム（図１には示さず）のグループで形成される。ＧＥＲＡＮは、ＧＳＭ
／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワークであり、そしてＣＮは、ＧＳＭ／ＵＭＴＳコアネッ
トワークである。ネットワーク側のＲＬＣ／ＭＡＣエンティティは、典型的に、ＧＥＲＡ
Ｎのネットワークノードに位置するが、ＣＮのサービングネットワークノード、例えば、
ＳＧＳＮ（サービングＧＰＲＳサポートノード）に位置してもよい。ネットワークのＲＬ
Ｃ／ＭＡＣエンティティは、以下に述べるように、データブロックのカウントダウン値フ
ィールドを解釈するように変更されてもよい。
【００１２】
公知の手段に加えて、本発明の機能を実施するシステム、移動ステーション、及びこのシ
ステムのネットワークノードは、以下に述べる変更されたカウントダウン値定義の少なく
とも１つを実行する手段を備えている。より詳細には、移動ステーションは、カウントダ
ウン値を計算するために以下に述べる方法の少なくとも１つを実行する計算器を備え、そ
してネットワークノードは、異なるカウントダウン値を解釈する手段と、各ＴＢＦに対し
てカウントダウン値の情報を維持する手段とを備えている。現在ネットワークノード及び
移動ステーションは、本発明による機能に使用できるプロセッサ及びメモリを備えている
。本発明を実施するのに必要な全ての変更は、追加又は更新されたソフトウェアルーチン
、及び／又はアプリケーション特有の集積回路（ＡＳＩＣ）及び／又はＥＰＬＤやＦＰＧ
Ａのようなプログラム可能な回路に含まれたルーチンによって行うことができる。
【００１３】
図２は、１つのＴＢＦにおけるスケジューリング及び送信を待機しているデータブロック
を有する種々の無線ベアラの一例を示す。図２は、本発明によるカウントダウン値を計算
するための３つの異なる方法を明らかにするために、以下で使用される。
【００１４】
以下の説明において、ＲＬＣ／ＭＡＣデータブロックのペイロード形式は、そのデータブ
ロックが、ＴＢＦが確立された無線ベアラに属するか、又はＴＢＦにマルチプレクスされ
る無線ベアラの１つに属するかを指示すると仮定する。換言すれば、ネットワーク側に通
知するために、移動ステーションは、本発明の第１、第２及び第３の好ましい実施形態に
おいて、ペイロード形式を使用して、マルチプレクスされたデータをオリジナルデータか
ら区別する。又、ペイロード形式以外の指示子を同じ目的で使用できることも当業者に明
らかであろう。換言すれば、異なるＲＬＣインスタンスからのデータは、ＲＬＣ／ＭＡＣ
ヘッダのあるフィールド（１つ又は複数）に基づいて区別されるのが好ましい。多数のス
チール（盗用）無線ベアラがある場合には、それらは、ＲＬＣ／ＭＡＣブロック自体に含
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まれた無線ベアラ認識により互いに区別される。又、以下の説明では、ＭＳが異なるデー
タブロックをスケジュール氏、そしてネットワークがＴＢＦに対する容量のみを割り当て
ると仮定する。通常、シグナリングデータは、ユーザデータよりも高いプライオリティを
有する。
【００１５】
以下の説明において、「マルチプレクスされた無線ベアラ」とは、それ自身のＴＢＦが確
立されない無線ベアラを意味し、即ちスチール無線ベアラと同じであることを意味する。

：
ＴＢＣ＝ＲＬＣインスタンスのアクティブな周期に送信されるＲＬＣデータブロックの合
計数；
ＢＳＮ’＝ＲＬＣデータブロックの絶対ＢＳＮ（ブロックシーケンス番号）で、０から（
ＴＢＣ－１）までの範囲；
ＮＴＳ＝指定メッセージにおいてアップリンクＴＢＦに指定されるタイムスロットの数で
、１から８までの範囲；
ＢＳ＿ＣＶ＿ＭＡＸ＝システム情報においてブロードキャストされるパラメータで、ピア
ＲＬＣエンティティ間のラウンドトリップ遅延を表わす；
関数 round () は、それより大きな最も近い整数に丸めることであり；
除算は、非整数であり、そして被除数がゼロであるときだけゼロとなり；
全部でｎ個のＲＬＣインスタンスがある。
【００１６】

本発明の第１の好ましい実施形態において、個別のＣＶは、好ましくは、ＴＢＦを使用す
るＲＬＣインスタンスが１つしか存在しないかのように、ＴＢＦを使用する各ＲＬＣイン
スタンス（ＲＬＣインスタンスｉ、ｉ＝１、・・ｎ）に対して計算され、即ち次の公知の
式を使用して計算される。
　
　
　
　
　
　
【００１７】
　個別のＣＶでは、移動ステーションは、カウントダウン値を計算し、そしてそれを、デ
ータブロックが属するＲＬＣインスタンスがＴＢＦを使用する唯一のものであったかのよ
うに、データブロックに加算 する。全てのデータブロックは、ＴＦＩ
と称される同じＴＢＦ識別子を有し、従って、ネットワークは、どのＴＢＦを経てデータ
ブロックが送信されたか確認することができる。
【００１８】
上述したように、ペイロード形式は、この例では、異なるＲＬＣインスタンスからデータ
を区別するために使用される。図２の例では、ユーザ無線ベアラＵＲＢに対するカウント
ダウン値ＣＶは、３であり、そしてペイロード形式「００」は、この無線ベアラが、ＴＢ
Ｆが確立されたところの無線ベアラであることを指示し、シグナリング無線ベアラＳＲＢ
１に対するカウントダウン値ＣＶは、２であり、そしてペイロード形式「１１」は、この
無線ベアラが別の無線ベアラにマルチプレクスされることを指示し、そしてシグナリング
無線ベアラＳＲＢ２に対するカウントダウン値ＣＶも、この例では２であり、そしてペイ
ロード形式も、「１１」である。
【００１９】
　個別のＣＶが使用されるときには、ネットワーク側は、好ましくは、いかに多くのＲＬ
Ｃインスタンス（即ち無線ベアラ）がＴＢＦを使用するかに関する情報を維持し、そして
ＴＢＦは、好ましくは、最後のＲＬＣインスタンスのみに応答して解放され、送信すべき
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ものがないことを通知する（即ち、カウントダウン値ＣＶ＝０）。本発明の第１の好まし
い実施形態においてネットワーク側のＲＬＣ／ＭＡＣエンティティの機能が図３に詳細に
示されている。本発明の第１の好ましい実施形態では、ＲＬＣ／ＭＡＣエンティティが、
各個別のカウントダウン値に関する情報を維持し、 そしてそれ
らを無線ベアラＲＢに関連させると仮定する。図３において、明瞭化のために、ＴＢＦ「
ａ」で送信されるデータブロックが、ユーザデータブロック又はマルチプレクスされたブ
ロックであり、即ちペイロード形式ＰＴが「００」又は「１１」であると仮定する。当業
者であれば、ＲＬＣ／ＭＡＣエンティティが、他のペイロード形式をもつＲＬＣ／ＭＡＣ
ブロックをいかに取り扱うか明らかであろう。
【００２０】
図３の手順は、ステップ３０１において、ＴＦＩ＝ａをもつデータブロックがＴＢＦ「ａ
」において受信されたときにスタートする。ステップ３０２において、ペイロード形式が
「００」であるかどうか、即ちこのデータブロックが、ＴＢＦが確立されたところのユー
ザ無線ベアラに属するかどうかチェックされる。もしそうでなければ、ペイロード形式は
「１１」であり、そしてステップ３０３において、このデータブロックが既知の無線ベア
ラＲＢに属するかどうか、即ちブロックがＴＢＦにおいて送信及び受信されたところの無
線ベアラに属するかどうかチェックされる。換言すれば、ＲＬＣ／ＭＡＣエンティティが
このＲＢに対してカウントダウン値を既に有するかどうかチェックされる。データブロッ
クのヘッダは、無線ベアラ認識を１つのフィールドに含む。そのＲＢに関する情報が既に
存在する場合には、カウントダウン値ＣＶ及び考えられる他の情報がステップ３０４にお
いて更新され、そしてデータブロックがステップ３０５において転送される。
【００２１】
ペイロード形式が「００」である場合には（ステップ３０２）、カウントダウン値ＣＶと
、ＴＢＦが確立されたところのユーザ無線ベアラの他の考えられる情報とがステップ３０
４において更新され、そしてデータブロックがステップ３０５において転送される。
ＲＢが既知でない場合には（ステップ３０３）、このＴＢＦを使用する無線ベアラに関す
る情報、即ちＲＢｉｎｆｏが、ステップ３０４において更新される。換言すれば、新たな
無線ベアラがＲＢｉｎｆｏに追加され、そして少なくともそのカウントダウン値がそれに
関連される。本発明の第１の好ましい実施形態では、ＲＢｉｎｆｏは、ＴＢＦを使用する
全ての無線ベアラに関する情報より成る。本発明の別の実施形態では、ＲＢｉｎｆｏは、
マルチプレクスされた無線ベアラのみに関する情報を含む。
【００２２】
ネットワークは、ＲＢｉｎｆｏを使用して、ＴＢＦのアップリンクリソース割り当てを変
更する。
図３には示されていないが、本発明の第１の好ましい実施形態では、ＲＢｉｎｆｏは、カ
ウントダウン値ゼロに応答して、そのカウントダウン値が属する無線ベアラを、無線ベア
ラのペイロード形式に関わりなく、ＲＢｉｎｆｏから除去することにより更新される。従
って、ＴＢＦを解除する必要が存在するときには、ＲＢｉｎｆｏが空であるＴＢＦ、即ち
解除されてもよいＴＢＦを容易に見つけることができる。カウントダウン値ゼロに応答し
てＲＢがＲＢｉｎｆｏから除去されない本発明の別の実施形態では、ＲＬＣ／ＭＡＣエン
ティティは、カウントダウン値をチェックして、解除されてもよいＴＢＦを見つけねばな
らない。
【００２３】
個別のＣＶは、ＴＢＦを使用する各個別の無線ベアラに必要とされるリソースの良好な知
識をネットワークに与え、従って、ネットワークは、送信されるべきデータの量だけでは
なく、異なるＲＬＣインスタンス及びそれらのサービスクオリティ（ＱｏＳ）クラスを考
慮に入れることにより、アップリンクリソースをスケジュールする（即ち、アップリンク
リソース割り当てを変更する）ことができる。例えば、ネットワークは、必要に応じて、
ＴＢＦに対しより多くのリソースを割り当てることができる。
【００２４】
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本発明の第２の好ましい実施形態において、２つの異なる種類のカウントダウン値が使用
され、即ち、第１のカウントダウン値ＣＶは、ＴＢＦが確立されたところのユーザ無線ベ
アラのユーザデータに対して計算され、そして第２のカウントダウン値ＣＶは、ＴＢＦを
使用する他の無線ベアラに対して計算される。
第２のカウントダウン値、即ちＳＲＢ＿ＣＶは、公知の式に基づく次の式を使用して計算
することができる。
　
　
　
　
　
　
　
【００２５】
ＴＢＦが確立されたところのユーザ無線ベアラ（ＵＲＢ）のＣＶである第１のカウントダ
ウン値ＵＲＢ＿ＣＶは、次の公知の式を使用することにより計算される。
　
　
　
　
　
　
【００２６】
本発明の第２の好ましい実施形態では、移動ステーションは、第２のカウントダウン値を
計算し、そしてそれを、このＴＢＦを使用するシグナリング無線ベアラに属するか、又は
それに対して確立されていないＴＢＦを使用するあるユーザ無線ベアラに属するデータブ
ロックに加算する。換言すれば、データブロックが、マルチプレクスされた（スチール）
無線ベアラに属する場合には、第２のカウントダウン値がそれに加算される。送信される
べきデータブロックが、ＴＢＦが確立されたところのユーザ無線ベアラに属する場合には
、移動ステーションは、ＵＲＢ＿ＣＶを計算し、そしてそれをデータブロックに加算する
。換言すれば、移動ステーションは、カウントダウン値を計算する前に、どの無線ベアラ
にデータブロックが属するかチェックし、そして無線ベアラに基づいて、使用する式を選
択する。全てのデータブロックは、ＴＦＩと称される同じＴＢＦ識別子を依然有し、従っ
て、ネットワークは、どのＴＢＦを経てデータブロックが送信されたか確認することがで
きる。
【００２７】
本発明の第２の好ましい実施形態によれば、図２の例におけるユーザ無線ベアラＵＲＢに
対するカウントダウン値ＵＲＢ＿ＣＶは、３であり、そしてペイロード形式「００」は、
この無線ベアラが、ＴＢＦが確立されたところの無線ベアラであることを指示し、シグナ
リング無線ベアラＳＲＢ１及びＳＲＢ２に対する第２のカウントダウン値ＳＲＢ＿ＣＶは
、４であり、そしてペイロード形式「１１」は、このカウントダウン値が、ＴＢＦにマル
チプレクスされた無線ベアラにおいて送信されるべきデータの量を示すことを指示する。
従って、第２のカウントダウン値は、これらのマルチプレクスされる無線ベアラに対する
全無線リソースの必要性を反映する。
【００２８】
２つのＣＶが使用されるときには、ネットワーク側は、好ましくは、両カウントダウン値
に関する情報を維持し、そしてその両方が、送信されるべきものがないこと（即ちカウン
トダウン値ＣＶ＝０）を通知した後にのみ、ＴＢＦが解除される。本発明の第２の好まし
い実施形態においてネットワーク側のＲＬＣ／ＭＡＣエンティティの機能が図４に詳細に
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示されている。図４では、明瞭化のために、ＴＢＦ「ａ」において送信されるデータブロ
ックがユーザデータブロック又はマルチプレクスされたブロックであり、即ちペイロード
形式ＰＴが「００」又は「１１」であると仮定する。当業者であれば、ＲＬＣ／ＭＡＣエ
ンティティが他のペイロード形式のデータブロックをいかに取り扱うか明らかであろう。
【００２９】
図４の手順は、ステップ４０１において、ＴＦＩ＝ａのデータブロックがＴＢＦ「ａ」に
おいて受信されたときにスタートする。ステップ４０２において、ペイロード形式が「０
０」であるかどうか、即ちこのデータブロックが、ＴＢＦが確立されたところのユーザ無
線ベアラに属するかどうかチェックされる。もしそうでなければ、ペイロードは「１１」
であり、第２のカウントダウン値ＳＲＢ＿ＣＶがステップ４０３において更新され、そし
てデータブロックがステップ４０４において転送される。ステップ４０３では、他の情報
が更新又は記憶されてもよい。
【００３０】
ペイロード形式が「００」である場合には（ステップ４０２）、第１のカウントダウン値
ＵＲＢ＿ＣＶがステップ４０５において更新され、そしてデータブロックがステップ４０
４において転送される。ステップ４０５では、ＴＢＦが確立されたところのユーザデータ
ベアラに関連した他の情報も更新される。
シグナリング無線ベアラしかマルチプレクスできない本発明の１つの実施形態では、第２
のカウントダウン値は、シグナリングデータの量を指示する。この実施形態では、ネット
ワークは、送信されるべきデータの量だけではなく、そのＱｏＳクラスを伴うユーザデー
タＲＬＣインスタンスと、割り当て目的でシグナリング無線ベアラに対して共通のＱｏＳ
を使用できるような同様のＱｏＳを伴うシグナリングデータインスタンスとの両方も考慮
に入れて、アップリンクリソースをスケジューリングしなければならない。
【００３１】
本発明の別の実施形態では、第２のカウントダウン値が、シグナリング無線ベアラのデー
タブロックから計算され、そして第２のカウントダウン値に対応する第３のカウントダウ
ン値が、それらに対して確立されないＴＢＦを使用するユーザデータベアラのデータブロ
ックから計算される。
本発明の更に別の実施形態では、第２のカウントダウン値が、シグナリング無線ベアラの
データブロックから計算され、そして本発明の第１の好ましい実施形態に示した個別のカ
ウントダウン値がユーザデータベアラに対して計算される。
【００３２】

本発明の第３の好ましい実施形態において、共通のカウントダウン値ＣＶと称される１つ
のカウントダウン値のみが、ＴＢＦを使用する全ての無線ベアラに対して計算され、そし
て各ＲＬＣデータブロックに含まれる。使用する式は、次の通りである。
　
　
　
　
　
　
　
【００３３】
本発明の第３の好ましい実施形態では、移動ステーションは、共通のカウントダウン値を
計算し、そしてそれを、ＴＢＦが確立されたユーザ無線ベアラに属するか、又はＴＢＦに
マルチプレクスされた他の無線ベアラに属するかに関わりなく、データブロックに加算す
る。
本発明の第３の好ましい実施形態によれば、全ての無線ベアラ、即ちユーザ無線ベアラＵ
ＲＢ、並びにシグナリング無線ベアラＳＲＢ１及びＳＲＢ２に対する共通のカウントダウ
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ン値は、図２の例では、ＢＳ＿ＣＶ＿ＭＡＸが７を越えると仮定すれば、７である。１つ
の共通のカウントダウン値を使用するとき、ネットワークは、カウントダウン値が、ＴＢ
Ｆが確立されたところの無線ベアラに属するか、又はＴＢＦにマルチプレクスされた無線
ベアラに属するかに関して通知される必要はない。しかしながら、ペイロード形式「００
」を使用して、このデータブロックが、ＴＢＦが確立されたところの無線ベアラに属する
ことを指示し、そしてペイロード形式「１１」は、このデータブロックが、ＴＢＦにマル
チプレクスされた無線ベアラに属することを指示する。
【００３４】
本発明の第３の好ましい実施形態では、ネットワーク側は、公知のネットワーク側でよい
。
本発明は、カウントダウン値が、送信されるべきデータブロックの数を指示すると仮定し
て、上述したが、カウントダウン値は、転送されるべきデータの量が推定されるときに使
用できる何か他のものを指示してもよいことが当業者に明らかであろう。例えば、実際の
データ量を使用することができる。
【００３５】
又、上述した式は、一例に過ぎず、本発明によるカウントダウン値を計算する１つの方法
を示すに過ぎないことも当業者に明らかであろう。
技術の進歩と共に、本発明の概念は、種々のやり方で実施できることが当業者に明らかで
あろう。従って、本発明及びその実施形態は、上述した例に限定されるものではなく、特
許請求の範囲内で種々変更し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、通信システムの基本的部分を示す図である。
【図２】　同じＴＢＦを共用する異なる無線ベアラのデータブロックを示す図である。
【図３】　本発明の第１の好ましい実施形態においてネットワーク側のＲＬＣ／ＭＡＣエ
ンティティの機能を示す図である。
【図４】　本発明の第２の好ましい実施形態においてネットワーク側のＲＬＣ／ＭＡＣエ
ンティティの機能を示す図である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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